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号

教
育
長
の
給
与
'
勤
務
時
間
そ
の
他
の
動
感
栄
作
に
粥
す
る
条
例
の
蒜
を

改
正
す
る
条
例
の
1
7
郁
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
雷
教
育
長
の
給
与
,
勤
務
時
-
の
他
の
勤
務
条
件
に
酪
す
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例

の
蒜
を
改
正
す
る
こ
と
-
1
て
､
地
方
自
治
法
(
撃
和
二
±
妄
法
律
票
十
七
号
)
莞
十
六
条

′

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡
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七
年
三
月
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日
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血

溜
嘉
毒
苦
槍
日
原
暴
可
決
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三
朝
町
条
例
第

号

教
育
長
の
給
与
､
劫
務
時
蘭
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
娼
す
る
条
例
!
空
車
を
･

改
正
す
る
条
例
の
⊥
軸
を
改
正
す
る
森
例

1

教
育
長
の
､
給
与
､
勤
務
時
称
そ
の
他
の
瀞
務
東
件
に
触
す
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例
(
昭
和
五
十

六
年
1
.
 
t
壷
町
条
例
撃
二
十
六
号
)
の
l
蔀
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

附
則
■
第
二
項
中
｢
､
当
分
の
空
を
｢
､
昭
和
五
十
六
年
度
に
阻
む
｣
に
′
改
め
る
｡
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こ
砂
東
研
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
.
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